
仕様書 

1. 目 的 

IVR対応アンギオCTシステム（以下、「物品」という）が常に正常な状態で作動する

よう維持すること及びそのために必要な保守業務を円滑に実施することを目的とする。 

 

 

2. 保守期間 

令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 

但し、本件物品を更新する場合は、本保守契約の終了について発注者及び受注者で協議を行

う。 

 

 

3. 保守対象装置 

（1） X線CT装置 

キヤノンメディカルシステムズ（株）製 TSX-101A/QA 1式 

 

（2） 天井走行式シングルプレーンシステム（CT組合せ） 

キヤノンメディカルシステムズ（株）製 INFX-8000C/JU 1式 

・X線平面検出器 TFP-1216A を含む 

 

（3） 大画面モニタ 

キヤノンメディカルシステムズ（株）製  XMEZ-LMM021/A2 

 

（4） 造影剤自動注入装置 

(株)根本杏林堂 製 PressDuo 1式 

 

(5) 造影剤自動注入装置 

シーマン(株) 製 ゾーンマスターAモデル INHS-010 1式 

 

(6) 3Dワークステーション装置 

アミン(株)製 ザイオステーション2 PLUS Type S TXA 1式 

 

設置場所：大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番69号

地方独立行政法人大阪府立病院機構 

大阪国際がんセンターが指定する場所 



4. 保守業務 

物品の機能を持するため、次のとおり保守を行うものとする。 

 

（1） X線CT装置 

キヤノンメディカルシステムズ（株）製 TSX-101A/QA （S/N：QAA1332249） 

 

①保守点検 

受注者は、契約期間内に 2回、発注者が指定する日に技術員を派遣して、保守点検・整備を行うも

のとする。但し、国民の休日及び年末・年始を含む受注者指定の休日は除く。 

 

②緊急修理 

受注者は、保守点検とは別に装置に故障等が発生した場合、発注者の要請によりその都度、技術

員を派遣し、緊急修理を行うものとする。 

 

③費用負担 

1. 定期点検交換部品は受注者の負担とする。 

2. オンコール作業費用は受注者の負担とする。 

3. 契約対象装置の修理部品費（X線管装置含む）は全て発注者の負担とする。 

4. 他社製品含む周辺機器及びメディア等消耗品は保守対象外とする。 

5. 契約対象装置における立会業務は保守対象とする。 

6. 漏洩X線量測定は保守対象外とする。 

7. オーバーホール、移設作業は保守対象外とする。 

 

④リモートサポート 

受注者は通信回線による遠隔操作による装置の保守を行うものとする。 

 

（2） 天井走行式シングルプレーンシステム（CT組合せ） 

キヤノンメディカルシステムズ（株）製 INFX-8000C/JU （S/N：JUC1332037） 

・X線平面検出器 TFP-1216A を含む 

 

①保守点検 

受注者は、契約期間内に 2 回、発注者が指定する日に技術員を派遣して、保守点検・整備を行う

ものとする。但し、国民の休日及び年末・年始を含む受注者指定の休日は除く。 

 

②緊急修理 

受注者は、保守点検とは別に装置に故障等が発生した場合、発注者の要請によりその都度、技術 



員を派遣し、緊急修理を行うものとする。 

 

③費用負担 

1. 定期点検交換部品は受注者の負担とする。 

2. オンコール作業費用は受注者の負担とする。 

3. 契約対象装置の修理部品費（X線管装置、X線平面検出器含む）は全て発注者の負担とする。 

4. 他社製品含む周辺機器及びメディア等消耗品は保守対象外とする。 

5. 契約対象装置における立会業務は保守対象とする。 

6. 漏洩X線量測定は保守対象外とする。 

7. オーバーホール、移設作業は保守対象外とする。 

 

④リモートサポート 

受注者は通信回線による遠隔操作による装置の保守を行うものとする。 

 

（3） 大画面モニタ 

キヤノンメディカルシステムズ（株）製  XMEZ-LMM021/A2 （S/N：（2）システムに含む） 

 

①定期点検 

受注者は、契約期間内に 2 回、発注者が指定する日に技術員を派遣して、保守点検・整備を行う

ものとする。但し、国民の休日及び年末・年始を含む受注者指定の休日は除く。 

 

②緊急修理 

受注者は、保守点検とは別に装置に故障等が発生した場合、発注者の要請によりその都度、技術

員を派遣し、緊急修理を行うものとする。 

 

③費用負担 

1. オンコール作業費用は発注者の負担とする。 

2. 点検時及び修理時に発生した修理部品費は全て発注者の負担とする。 

3. 定期点検以外の費用については発注者負担とする。 

4. 他社製品含む周辺機器及びメディア等消耗品は保守対象外とする。 

5. 契約対象装置における立会業務は保守対象とする。 

6. 漏洩X線量測定は保守対象外とする。 

7. オーバーホール、移設作業は保守対象外とする。 



（4） 造影剤自動注入装置 

(株)根本杏林堂 製 PressDuo 1式 

 

① 保守点検 

受注者は、契約期間内に 1 回、発注者が指定する日に技術員を派遣して、保守点検・整備を行う

ものとする。但し、国民の休日及び年末・年始を含む受注者指定の休日は除く。 

 

②緊急修理 

受注者は、保守点検とは別に装置に故障等が発生した場合、発注者の要請によりその都

度、技術員を派遣し、緊急修理を行うものとする。ただし保守部品の在庫がある場合に

限り、発注者の要請により部品交換を行うものとする。 

 

③費用負担 

1. 修理や点検時に交換する部品は、発注者の要請がある場合、発注者の負担とする。 

2. オンコール作業費用は、発注者の要請がある場合、発注者の負担とする。 

3. 消耗品（チューブ、ディスポーザブルシリンジ）は保守対象外とする。 

  
(5) 造影剤自動注入装置 

シーマン(株) 製 ゾーンマスターAモデル INHS-010 1式 

 

① 保守点検 

受注者は、契約期間内に 1 回、発注者が指定する日に技術員を派遣して、保守点検・整備を行う

ものとする。但し、国民の休日及び年末・年始を含む受注者指定の休日は除く。 

 

②緊急修理 

受注者は、保守点検とは別に装置に故障等が発生した場合、発注者の要請によりその都

度、技術員を派遣し、緊急修理を行うものとする。 

 

③費用負担 

1. 定期点検交換部品は受注者の負担とする。 

2. 契約対象装置の修理部品費は全て受注者の負担とする。 

3. 周辺機器及びメディア等消耗品は保守対象外とする。 

 

 

(6) 3Dワークステーション装置 

アミン(株)製 ザイオステーション2 PLUS Type S TXA  

 

①保守点検 

受注者は、契約期間内に 1 回、発注者が指定する日に技術員を派遣して、保守点検・整備を行う

ものとする。但し、国民の休日及び年末・年始を含む受注者指定の休日は除く。 

 



②緊急修理 

受注者は、保守点検とは別に装置に故障等が発生した場合、発注者の要請によりその都

度、技術員を派遣し、緊急修理を行うものとする。 

 

③費用負担 

1. 定期点検交換部品は受注者の負担とする。 

2. オンコール作業費用は受注者の負担とする。 

3. 契約対象装置の修理部品費は全て受注者の負担とする。 

4. 周辺機器及びメディア等消耗品は保守対象外とする。 

5. 現地対応サービス、カスタマーコールサービス（電話及びEメール）、修理交換部品代

金を含む。 

 

 

5. 報告書の提出と検査 

受注者は、4の保守業務の完了後、速やかに報告書を発注者に提出するものとする。 

また、契約期間中に保守費用の効果検証及び契約終了後の保守の必要性等を含む分析評価

を行うものとする。 

 

 

6. 確認書の提出 

受注者は、契約締結にあたり部品供給を行う装置メーカーとの間で、当仕様書の内容を

記載した確認書を交わし発注者に提出するものとする。 


